
仕   様   書 

産業観光局中央卸売市場第二市場  

（担当 玉井、濱口 電話 681-5791） 

件 名 
 

京都市中央卸売市場第二市場警備業務委託 

履 行 期 限 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

契 約 条 件 本契約は、京都市契約事務規則及び契約書によるもののほかはすべてこの仕様書に

よる。 

  

第１ 目的 

京都市中央卸売市場第二市場（以下「第二市場」という。）構内の管理について、

常に正常かつ良好な状況に維持し、円滑な市場運営に寄与することを目的とする。 

当市場は牛・豚等の生体の入荷を受け入れて食肉加工を行う施設であり、高い衛

生管理水準が求められる当市場の特性について十分に理解して業務を行うととも

に、入荷される牛・豚等の家畜は出荷者から預かった大切な財産であることを認識

し、万が一の事故や逃走を防止するため、万全の警備体制を整える必要がある。 

 

第２ 警備の対象とその範囲 

施 設 名 京都市中央卸売市場第二市場 

所 在 地 京都市南区吉祥院石原東之口町２番地 

敷地面積 ２２，７７４㎡ 

建物面積 延べ１１，９６９㎡ 

（市場本棟１０，２６４㎡、外部と畜棟１９８㎡、作業員室棟６９７㎡、 

守衛所５８㎡、汚水処理施設５２３㎡、倉庫棟１２０㎡、その他） 

 

第３ 業務日時・体制等 

  一年を通じて、現場で警備業務に従事する者（以下「警備士」という。）を次の

とおり配置すること。なお、夜間の仮眠は認めない。 

   

時刻 配置時間 配置人数 

0:00～ 8:00 ８時間 １人以上 

8:00～14:00 ６時間 ２人以上 

14:00～24:00 １０時間 １人以上 

  労働日数 ３６５日    労働時間 １０，９５０時間 

   

第４ 警備士 

 １ 受注者は、氏名等を記載した警備士名簿を、勤務を開始する日の１週間前まで



に提出すること。 

   なお、提出された名簿に記載の個人に関する情報は、本委託業務の従事者を把

握することのみを目的として使用する 

 ２ 警備士のうち１名を業務責任者とし、警備業務、業務副責任者及び担当警備士

の統括並びに本市との連絡調整作業を行わせること。また、警備士のうち１名を

業務副責任者とし、業務責任者の補佐を行わせること。 

 ３ 業務責任者の要件は、契約日時点で以下の条件を満たすものとする。 

⑴ 警備員指導教育責任者資格者証（１号警備業務に限る。）を所持。 

⑵ 施設警備業務２級以上を所持。 

⑶ 普通救命講習及び甲種防火管理者講習を受講。 

 ４ 業務副責任者の要件は、契約日時点で以下の条件を満たすものとする。 

⑴ 施設警備業務２級以上を所持。 

⑵ 普通救命講習を受講。 

 

第５ 提出書類 

 １ 警備業法に定める書類 

受注者は、警備業法第１９条第１項の規定による当該契約の概要について記載

した書面を提出すること。契約締結後、速やかに警備業法第１９条第２項の規定

による当該契約内容を明らかにする書面を提出すること。 

 ２ 警備状況の報告に係る書類（以下「報告書」という。） 

   業務の実施に当たっては、次の書類を使用し、毎日、翌朝勤務終了引継時に  

発注者に提出すること。 

なお、異常等を発見した際は、報告書にその経過・内容を記録すること。 

  ・別紙１「警備日誌兼報告書」 

  ・別紙２「警備巡回記録表」 

・別紙３「各事務所鍵受渡確認表」 

・別紙４「牛・豚畜入荷扱報告書」  

 

第６ 実施要領 

警備士の定位置は警備室を拠点として、警備を行うこと。また、警備室に設置さ

れている各種警備機器を管理すること。 

警備内容については、次に掲げるとおりとする。 

 １ 共通業務 

⑴ 不審者、不審物の発見時に、通報・連絡・必要な措置を行うこと。 

⑵ 防犯・防災上支障となる事項に対して、通報・連絡・必要な措置を行うこと。 

⑶ 火災発生時に、通報・連絡・初動対応措置を行うこと。 

⑷ 事件、事故発生時に、応急措置及び警察等への連絡を行うこと。 

⑸ 建物及び設備の破損個所の発見時に、連絡・通報を行うこと。 

⑹ その他異常発見時に、注意・連絡・必要な措置を行うこと。 



 

２ 出入監視業務 

⑴ 場内各所の鍵の保管を行うとともに、職員等への鍵の貸出を行い、報告書に

記載すること。 

⑵ 関係者の出入管理のため、７時～１５時の間、警備士１名が市場東側出入口

で立哨のうえ監視すること。 

⑶ 指定された出入口の利用、第二市場内での徐行徹底など、入退場の指示、指

導を行うこと。 

⑷ 出入場する車の確認及び車上荒らしの警戒を行うこと。 

⑸ 深夜・早朝時は、スイッチ盤の操作により、ゲートの開閉を行うこと。 

なお、スイッチ盤は常に施錠すること。 

ゲートの開門時間  ４時 

ゲートの閉門時間 ２２時 

 

 ３ 受付業務 

⑴ 来場者の受付及び案内を行うこと。（報告書による受付記録、入退場時の履

物や手の消毒等防疫措置の指示・確認を含む。） 

⑵ 第二市場職員が出勤していない時の電話等による問合せ等に応対すること。

（職員が出勤していない時は電話切替により警備室に入電する。）また、発注

者に伝達する事項がある場合は、氏名、時間及び問合せ内容等を報告書に記載

すること。 

  ⑶ 郵便物を仕分けし、巡視時に各執務室に配布すること。 

 

 ４ 場内整理業務 

⑴ 駐車許可証が駐車車両に掲示されているか確認を行うこと。 

⑵ 警備室及び市場東側出入口付近の道路上に塵芥物等が落下し、汚損している

場合は、速やかに清掃すること。 

⑶ 牛・豚搬入等関係車両が第二市場内道路に渋滞したときは、一般道路への影

響を最小限にくい止めるとともに、他の車両の混雑や混乱を防ぐよう誘導、整

理すること。 

 

５ 巡視業務 

⑴  一般的事項 

ア 巡視時間の目安は次のとおりとし、巡回ルートについては別途指示する。 

 巡視時間 注意事項 

１回目 3:30～4:00 ゲート開門前に実施 

２回目 9:00～9:30 郵便物等配付、駐輪場整理整頓 

３回目 13:30～14:00 郵便物等配付、駐輪場整理整頓 

４回目 22:00～22:30 ゲート閉門後に実施 



※ 上記４回以上とし、各部屋の鍵が全て返却後に施錠確認を行うこと。 

イ 北側玄関の自動ドアを開錠（7 時 30 頃）及び施錠（18 時頃）すること。 

ウ 各部屋の施錠確認は鍵が全て返却された後に行うこと（４回目の巡視時

に併せて実施してもよい）。 

なお、緊急等の場合には、必要に応じて特別な体制を指示することがある。 

エ 第二市場内の通行に支障を及ぼすような物品や廃棄物が放置されていな

いかを点検及び確認すること。 

オ 巡視時に、防犯又は防火上緊急対応が必要な事態が発生した場合には、直

ちに必要な措置を講じるとともに発注者に連絡すること。 

⑵ 盗難等の予防 

ア 巡視等により、不審者及び不審物の発見、排除を図るとともに不法行為者

に対する適正指導を行うなどにより防犯に努めること。 

イ 不法行為その他の危険な行為の発見及び防止に努めること。 

ウ 施設、設備等の損壊箇所の発見に努めるとともに、施錠箇所の点検及び 

確認を行うこと。 

⑶ 火災等の予防 

ア ガス器具使用後の元栓の状態の点検及び確認を行うこと。 

イ 第二市場内の吸殻入れ等、発火源となる恐れのある箇所の点検及び確認 

を行うこと。 

ウ 消火設備や消火器具等の外観の確認を行うこと。 

⑷ 駐車場等の確認 

ア 巡視時に、市場本棟南側及び北側駐車場の確認を行うこと。また、北側駐

車場のバリカーが下がっている場合は、上げること。 

イ ２回目及び３回目の巡視時には駐輪場の整理整頓を行うこと。 

⑸ その他 

 不必要電灯の消灯を行うこと。（天井灯、常備灯等の球切れ、不良の確認を

含む。） 

 

６ 防災業務 

⑴ 警備室に設置されている警備機器の監視を行い、異常時にはその対応措置を 

講じること。 

⑵ 牛・豚の逃走時はゲートを閉め、場外への逃走を防止すること。 

⑶ 発注者が消防訓練等を実施する場合、受注者はこれに協力すること。 

⑷ 火災、風災害、盗難、不法行為等の予防措置を行うこと。 

事件、事故及び異常を発見又は通報があったときは、応急措置を講じ、緊急

性等に応じて発注者に一報を行うとともに警察等関係機関に連絡のうえ、その

経過については、速やかに書面で発注者に報告すること。 

 

 



７ 防疫業務 

⑴ 牛・豚搬入車両の一般駐車エリアへの出入り並びに、牛・豚搬入等関係車両

以外の生体搬入エリアへの出入りを防止すること。 

⑵ 生体搬入エリアに牛・豚搬入等関係車両が出入りする時は、入荷者名（会社

名）、車番、入退場時刻を報告書に記載すること。また、牛・豚が搬入された

場合は畜種、頭数についても報告書に記載すること。 

⑶ 牛・豚搬入時は、車両消毒ゲートの徐行など、適切な消毒の徹底を指示のう

え、おがくず置き場及び洗車場の適正な使用指示に協力すること。 

  ⑷ 牛・豚搬入時は、けい留所等に事件、事故及び異常を発見又は通報があった

ときは、応急措置を講じ、緊急性等に応じて発注者に一報を行うとともに警察

等関係機関に連絡のうえ、その経過については、速やかに書面で発注者に報告

すること。 

 

８ 防犯カメラ監視業務 

本市が設置している下記クラウド型防犯カメラ３台を使用した映像の監視、記

録及び管理を警備士が行うこと。なお、防犯カメラ映像監視用のタブレット端末

等は受注者が用意すること。 

⑴ 設置場所 

  北側玄関（屋内）、けい留所外部階段（屋外）、別館玄関（屋外） 

⑵ 機器（防犯カメラ）概要 

  Safie One（北側玄関）             1 台 

  i-PRO WV-U1532LAUX(SF) （けい留所外部階段）  1 台 

  VIVOTEK FD9389-EHV-v2(SF) （別館玄関）    1 台 

⑶ 運用方法 

  受注者はクラウド型防犯カメラの使用のため、セーフィー㈱と契約して SIM

カードを入手し、SIM カードを機器に取付けて、クラウドを介して 24 時間継

続して場内の監視を行うこと。 

  クラウド上の防犯カメラの映像データは、セーフィー㈱のサーバで 14 日間

保存される契約とし、本市が必要と認めた場合は映像データを提出すること。 

⑷ 映像守秘義務等、個人情報の取扱い 

受注者は、映像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など映像の安全管理を図

るため、次の事項に留意し、必要な措置を講じなければならない。また、契約

期間が終了した後も同様とする。 

ア 知り得た情報を漏えいしたり、不当な使用をしたりしないこと。 

イ 記録した映像の不必要な複写や加工を行わないこと。 

ウ 映像を記録媒体などに記録したときは、保管庫等に施錠をして保管する

こと。 

エ 不必要な映像の外部持ち出しを禁止すること。 

 



９ その他業務 

⑴ 仕様書、業務内容に対する改善提案等を行うこと。 

⑵ 守衛所の整理清掃等に努め、守衛所に設置されているエアコンのフィルター

についても定期的に清掃を行い、清潔な状態を保持すること。 

⑶ 消毒容器への消毒液の補充を行うこと。（依頼があった場合） 

⑷ 歩行者通路等への凍結防止剤の散布並びに、消毒用プールへの不凍液の投入

を行うこと。（依頼があった場合） 

⑸ 顧客等からの不当な要求、威圧的な言動、その他の著しい迷惑行為が発生し

た、または発生するおそれがあると認めた場合、速やかに発注者と受注者で協

議の上、被害の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を講ずること。 

⑹ その他警備業務に必要な事項を行うこと。 

 

第７ 安全衛生管理 

受注者は、労働基準法及び労働安全衛生法を厳守のうえ業務を実施すること。 

 

第８ 引継ぎ 

受注者は、翌年度の本業務受注決定者に対し、業務実施に必要な情報等を、適正

に引継ぎ、第二市場の業務に支障が生じないよう努めること。 

なお、受注者と翌年度の受注決定者が同一の場合は、この限りではない。 

 

第９ 負担区分 

１ 発注者が負担するもの 

⑴ 業務に必要な光熱水費 

⑵ 警備室、警備控室及び警備業務に係る各設備機器類 

２ 受注者が負担するもの 

⑴ 事務用品 

⑵ 点検報告書の用紙及び各種日誌 

⑶ 制服、制帽、帯革、警笛、懐中電灯、警棒等の必要な装具 

⑷ 防犯カメラ映像監視用のタブレット端末等 

⑸ 防犯カメラ（３台分）の通信費用（SIM カードの購入費用を含む） 

及びクラウドでのデータ管理費用 

⑹ その他業務に必要と認められる装具 

 

第１０ 予定価格 

  予定価格（委託料の上限）は、２９，６２９，０００円とする。（消費税及び地

方消費税相当額を含む。） 

 

 

 



第１１ 支払方法 

業務の代金については、１箇月ごとに、当該期間における完了届を受領した後、

提出された請求書に基づき、契約額の１２分の１の額を支払うものとする。 

 

第１２ その他の事項 

１ 第二市場の生体搬入エリアを出入りする際は、必ず所定の消毒を行うこと。 

２ 業務の実施等により発生する細部の事項は、発注者と受注者が協議のうえ決定

する。 

３ 警備士の顔写真付きの名簿、勤務シフト表及び緊急時の連絡先を発注者に提出

すること。また、交替等の場合は、事前に発注者に報告すること。 

４ 業務上知り得た秘密については、他に漏らしてはならない。また、完了後も同

様とする。 

５ 発注者は、受注者に対し、第二市場内において水及び電力を無償で提供する。

ただし、受注者は節水、節電に努めること。 

６ 第二市場内で口蹄疫等の家畜伝染病に罹患した動物が発見され、家畜保健衛生

所による防疫体制が発動された場合、と畜業務が停止に近い状態となり、本業務

の履行に支障が生じる可能性がある。その場合、発注者と受注者が協議のうえ、

本契約内容に必要な変更を行う。 

７ 災害発生時には、市場業務を速やかに再開できるよう協力すること。 

８ 異常発生時には、市場本棟の中央監視室に連絡して必要な情報を入手するとと

もに、必要に応じて現場に同行を求めるなど相互に連携して、通報、連絡、必要

な措置を行うこと。 

 

第１３ 予算不成立の場合の無効 

契約日は令和８年４月１日とする。ただし、本契約に係る予算が成立しないとき

は本契約を無効とする。 

注 本仕様について不明な点がある場合は、中央卸売市場第二市場の指示に従ってください。 



別紙　１

勤務者名

入場者名
要件及
入場先

該  当
事務所

普通
封書

速達
封書

普通
葉書

速達
葉書

書籍
小包

普通
小包

書留
宅配メー

ル

市管理

衛環研

京食

いけだ
食品

京銀

格付

買参

荷受

食肉
臓器

鹿児島

その他

警　備　日　誌　兼　報　告　書

警備所在地 京都市中央卸売市場第二市場
（天候）

警  備  及  び  巡  回  要  件  事  項 連　絡　事　項　等

外　来　入　出　場　者　欄

自　令和　　　年　　　月　　　日（　　）

至　令和　　　年　　　月　　　日（　　）

時間

～

～

～

～

氏名 時間 氏名

出場
時刻

郵　便　物　受　領　欄

入場
時刻



別紙　２

巡回
者名

巡回
場所

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

開
始

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

（1）施錠箇所の確認

開
始

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

開
始

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

（12）車上狙い，不審車両の点検

（8）ガス火元等の防火点検及び確認

開
始

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

開
始

終
了

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

（6）鍵の放置，落し物の確認

巡　回　状　況　内　容　※確認内容にチェック

（7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯 （8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去 （9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

（5）天井灯，常備等，各標示等の球切れ，不良 （11）潜伏者，徘徊者，不審者の点検，排除

（4）防火扉付近の障害物除去 （10）残留者の確認

（4）防火扉付近の障害物除去 （10）残留者の確認

開
始

（1）施錠箇所の確認 （7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯

（1）施錠箇所の確認

（3）消火器等付近の障害物除去 （9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯 （8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去 （9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

終
了

（9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（4）防火扉付近の障害物除去 （10）残留者の確認

（1）施錠箇所の確認

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

（1）施錠箇所の確認 （7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯 （8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

巡 回 時 間

（2）不必要電灯の消灯

（4）防火扉付近の障害物除去

（3）消火器等付近の障害物除去

（7）設備不良の確認

（9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（10）残留者の確認

（1）施錠箇所の確認

（8）ガス火元等の防火点検及び確認

（12）車上狙い，不審車両の点検

（1）施錠箇所の確認

（10）残留者の確認

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

（2）不必要電灯の消灯

（7）設備不良の確認

（8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去 （9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（4）防火扉付近の障害物除去

開
始

（9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯 （8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去 （9）窓ガラスの破損及びガラス破片の点検

（4）防火扉付近の障害物除去 （10）残留者の確認

開
始

（10）残留者の確認

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

（4）防火扉付近の障害物除去 （10）残留者の確認

（6）鍵の放置，落し物の確認

（6）鍵の放置，落し物の確認 （12）車上狙い，不審車両の点検

　警　　備　　巡　　回　　記　　録　　表　

（1）施錠箇所の確認 （7）設備不良の確認

（2）不必要電灯の消灯 （8）ガス火元等の防火点検及び確認

（3）消火器等付近の障害物除去

終
了

（4）防火扉付近の障害物除去
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出勤者氏名 返却者氏名 備考

市 管 理 事 務 所

衛 環 研 室

事 務 室

け い 留 所

事　務　所　名

京
都
市

京
食

格 付 協 会

買 参 組 合

荷 受 組 合

鹿 児 島 事 務 所

摘要

　各　事　務　所　鍵　受　渡　確　認　表　

鍵渡し時刻 鍵返却時刻

汚 水 処 理 施 設

シルバー人材センター

い け だ 食 品
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入荷者名 畜種 頭数 備考

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

牛・豚

会社名・氏名

総　　計

牛 畜　～　　　　頭

豚 畜　～　　　　頭

（牛切迫） ～　　　　頭

（豚切迫） ～　　　　頭

備考

（その他）～　　　　頭

　生　体　搬　入　エ　リ　ア　内　入　出　者　表　

牛　・　豚　畜　　入　荷　扱　報　告　書

車番 入荷時刻 出庫時刻

　仔　牛　～　　　　頭

車番 入庫時刻 出庫時刻


